
重要事項説明書

介護医療院　和田記念病院



１．事業者（法人）の概要

　医療法人　久和会

　理事長　和田　達郎

　佐賀県神埼市神埼町神埼２９３

　０９５２－５２－２０２１

２．事業所（ご利用施設）

　介護医療院　和田記念病院

　佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０

　電話番号:０９５２－５２－５５２１ / ＦＡＸ:０９５２－５３－５５６７

　４１Ｂ２００００１３

　田中　一雄

３．施設の目的及び運営方針

（１）施設の目的

（２）運営方針

４．施設の概要

（１）構造等

所在地・連絡先

施設の名称

所在地・連絡先

事業所番号

管理者の氏名

・介護医療院は、要介護状態と認定された者（以下「要介護者」という。）であって、主として長期にわたり療養
が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介
護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする。

介護医療院重要事項説明書

（　２０２５年　８月　１日　現在　）

名称・法人種別

代表者名

定員
入所定員（ショートステイ含む） ６０名

通所定員（１日あたり） １９名

①　長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的
管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者
がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。

②　入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供につとめるも
のとする。

③　明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援
事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する
者との密着な連携に努めるものとする。

敷地

建物
構造 鉄筋コンクリート造

延べ床面積 ４．２２９.９７㎡



（２）療養室

室数

15

（３）主な設備

室数

1

1

1

1

2

５．施設の職員体制

常勤 非常勤 夜間

2 1

10 1 1

1

7 1 1

1

1

1

3

６．施設サービスの内容と費用

ア　サービス内容

（食事時間）

朝食　　７時３０分～

昼食　　１２時００分～

夕食　　１７時３０分～

　週２回の入浴又は清拭を行います。

　寝たきり等で座位のとれない方でも、リフト浴での入浴が可能です。

療養室の種類 面積（一人あたりの面積） 備考

機能訓練室 病院との共用

浴室 一般浴槽・リフト浴

診察室　・　処置室 病院との共用

四人部屋 32.72　㎡（　8　㎡　） ナースコール設置

設備 備考

食堂　・　談話室 共用

・看護職員 医療に関する業務等

・薬剤師 服薬管理・指導等

・介護職員 介護業務等

ﾄｲﾚ 身体障害者用トイレ設置

従業者の種類 業務内容

・医師 指揮監督・医療等

・管理栄養士 栄養指導・栄養管理等

・介護支援専門員 ケアプラン作成等

・事務職員 事務手続き・事務処理等

・支援相談員 生活指導・相談業務等

・理学療法士
3

理学療法

・作業療法士 作業療法等

医療・看護

　医師により週に１回定期診察を行います。それ以外でも必要がある場
合にはいつでも診察を受け付けます。ただし、当施設では行えない処
置（透析等）や手術、その他病状が著しく悪化した場合の医療について
は他の医療機関での治療となります。

機能訓練
　理学療法士・作業療法士により利用者の状況に適した機能訓練を行
い、身体機能の低下を防止するよう努めます。

入浴

・その他 調理・機能訓練等

種類 内容

食事

　管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮
した食事を提供します。



　毎食後に口腔ケアを行います。

　寝たきり防止の為、できる限り離床に配慮します。

　週に１回、シーツ交換を行います。

　利用者とその家族からのご相談に応じます。

　２ヶ月１回、理美容サービスをご利用いただけます。

　地域行事に参加する他、季節に合った行事を計画します。

イ　費用

【介護保険適用分】

（１） 介護医療院サービス費（１日につき）

基本型

＊但し、入所後３０日間に限って、上記施設利用料に３０円加算されます。（初期加算）

排泄
　利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立に
ついても適切な支援を行います。

栄養ケア計画
の作成

　常勤の管理栄養士を配置し、医師、管理栄養士等が多職種協同によ
り利用者ごとに栄養状態をアセスメントし、個々人の嚥下機能に着目し
た食物の形状等を含めた栄養ケア計画の作成とこれに基づく栄養管
理、定期的な評価等を行います。

　介護保険制度では、原則として利用料の１割～3割が利用者負担となります。以下は1割負担の場合、１日
あたりの自己負担分です。但し、介護保険料の滞納等により利用者負担の割合が異なる場合があります。

要介護１ ７５９円

要介護２ ８５５円

離床・整容等

相談及び援助

理美容

レクリェーション等

施設サービス計画
の作成

　担当の介護支援専門員が、利用者の直面している問題等を評価し、
利用者・家族の希望を踏まえて、施設サービス計画案を作成します。ま
た、作成した施設サービス計画案については、利用者及び家族に対し
て説明し、同意をいただき、施設サービス計画書を交付します。

＊外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は１ヶ月に６日を限度として、上記施設利用料に代えて
３６２円となります。

＊１ヶ月に７日以上外泊をされた場合には、上記外泊中の費用（３６２円）に代えて３６２０円となります。

要介護３ １０６４円

要介護４ １１５４円

要介護５ １２３４円



（２） 栄養マネジメント強化加算（１日につき） １１円

（３） 栄養ケア・マネジメントの未実施（１日につき） －１４円 （減算）

（４） 再入所時栄養連携加算（再入所時１回限り） ２００円

（５） 療養食加算（１回につき） ６円

（６） 経口移行加算（１日につき） ２８円

＊計画作成日から起算して１８０日以内

（７） 経口維持加算

＊計画作成日から起算して１８０日以内

①経口維持加算（Ⅰ）（１月につき） ４００円

②経口維持加算（Ⅱ）（１月につき） １００円

（８） 安全管理体制未実施減算（１日につき） －５円

（９） 安全対策体制加算（１につき）※入所時に１回 ２０円

（１０） 夜間勤務等看護加算（１日につき）

①夜間勤務等看護（Ⅰ） ２３円

②夜間勤務等看護（Ⅱ） １４円

③夜間勤務等看護（Ⅲ） １４円

④夜間勤務等看護（Ⅳ） ７円

（１１） サービス提供体制強化加算（１日につき）

①サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２円

②サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８円

③サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６円

（１２） 排せつ支援加算（１月につき）

①排せつ支援加算(Ⅰ) １０円

②排せつ支援加算(Ⅱ) １５円

③排せつ支援加算(Ⅲ) ２０円

（１３） 緊急時施設療養費

①緊急時治療管理（１日につき） ５１８円

②特定治療 医療点数　×　１０円



（１４） 退所時等支援等加算

①退所前訪問指導加算（１回限り） ４６０円

②退所後訪問指導加算（１回限り） ４６０円

③退所時指導加算（１回限り） ４００円

④退所時情報提供加算 ５００円

⑤退所前連携加算 ５００円

（１５） 試行的退所サービス費 ８００円

（１６） 科学的介護推進体制加算（１日につき）

①科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４０円

②科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ６０円

（１７） 口腔衛生管理加算（１月につき）

①口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０円

②口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０円

（１８） 若年性認知症入所者受入加算（１日につき） １２０円

（１９） 認知症専門ケア加算

①認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円

②認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円

（２０） 認知症行動・心理症状緊急対応加算（１日につき） ２００円

（２１） 他科受診時費用 ３６２円

（２２） 在宅復帰支援機能加算 １０円

（２３） 自立支援促進加算（１月につき） ２８０円

（２４） 特別診療費

①感染対策指導管理（１日につき） ６円

②褥瘡対策指導管理

イ　褥瘡対策指導管理Ⅰ(１日につき） ６円

ロ　褥瘡対策指導管理Ⅱ(１月につき） １０円

③初期入所診療管理 ２５０円

④医学情報提供

イ　医学情報提供(Ⅰ） ２２０円

ロ　医学情報提供(Ⅱ） ２９０円

⑤理学療法(１回につき）

イ　理学療法(Ⅰ） １２３円

⑥作業療法(１回につき） １２３円

⑦摂食機能療法（１日につき） ２０８円

⑧短期集中リハビリテーション(１日につき） ２４０円

⑨理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算 ３３円

(１月につき)



（２５） 介護職員等処遇改善加算（１月につき）

①介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数×５１/１０００

②介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数×４７/１０００

③介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数×３６/１０００

④介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数×２９/１０００

（２６） 介護職員等特定処遇改善加算（１月につき）

①介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ） 所定単位数×１５/１０００

②介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ） 所定単位数×１１/１０００

（２７） 生産性向上推進体制加算(１月につき）

①生産性向上推進体制加算Ⅰ １００円

②生産性向上推進体制加算Ⅱ １０円

（２８） 退所時栄養情報連携加算(１月につき） ７０円

（２９） 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算Ⅱ(１月につき）

２０円

（３０） 認知症チームケア推進加算(１月につき）

①認知症チームケア推進加算Ⅰ １５０円

②認知症チームケア推進加算Ⅱ １２０円

（３１） 高齢者虐待防止措置未実施減算：所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

（３２） 業務継続計画未実施減算：サービス所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算

（３３） 新興感染症等施設療養費(１日につき） ２４０円

（３４） 高齢者施設等感染対策向上加算(１月につき）

①高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ １０円

②高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ ５円

（３５） 協力医療機関連携加算(１月につき）

①協力医療機関連携加算Ⅰ ５０円

　※令和7年3月31日までは１００円

②協力医療機関連携加算Ⅱ ５円

（３６） 退所時情報提供加算(１回につき）

退所時情報提供加算Ⅰ※居宅へ退所 ５００円

退所時情報提供加算Ⅱ※医療機関へ転院 ２５０円



（３７） 重度認知症疾患療養体制加算(１日につき）

①重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)

イ　要介護1、2の利用者 １４０円

ロ　要介護3、4、5の利用者 ４０円

②重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)

イ　要介護1、2の利用者 ２００円

ロ　要介護3、4、5の利用者 １００円

【利用者自己負担分】

（３９） 食費（１日につき）

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人

（４０） 居住費（１日につき）

（４１） その他の料金　

①病衣：日額 ８０円

②理美容代 １,０００円

③日用品費　　 別紙参照

④記録閲覧時のコピー代 実費

⑤電気代：日額 ５０円 （１品につき１日あたり）※品目は要相談

第１段階
・生活保護受給者

３００円

第２段階
・世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額＋課税年金収入と
非課税年金収入（遺族年金・障害年金）が８０万円以下の人

３９０円

第４段階
・市町村民税世帯課税の人(令和３年８月１日から）

１６５０円
　内訳（・朝食 450円 ・昼食 600円 ・夕食 600円）

第３段階①
・世帯全員が市町村民税非課税で第２段階に該当しない人

６５０円
（年金収入等80万超120万円以下）

第３段階②
・世帯全員が市町村民税非課税で第２段階に該当しない人

１３６０円
（年金収入等120万超）

第３段階
・世帯全員が市町村民税非課税で
第２段階に該当しない人

４３０円

第４段階 ・市町村民税世帯課税の人
６９７円

（多床室料）

第１段階
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員
が市町村民税非課税の人

０円

第２段階

・世帯全員が市町村民税非課税で
合計所得金額＋課税年金収入と
非課税年金収入（遺族年金・障害
年金）が８０万円以下の人

４３０円 -２６円
※令和7年8月1日より

多床室料減算



７．利用料のお支払方法

・毎月１０日に、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払いください。

　お支払いただきますと領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、基本的に現金とさせて頂きます。

・お支払いは９時～１８時の間にお願いします。（祝日・日曜はお支払いできません。）

・領収書は再発行ができませんので大切に保管してください。

８．非常災害時の対策

スプリンクラー、消火器、消火栓、非常通報装置、避難器具等

年２回

淡河　一之

９．サービス内容に関する苦情相談窓口

小林秀紀（事務長）

淡河　一之 （支援相談員）

９：００～１８：００

電話　 ０９５２－５２－５５２１

面接 相談室

ご意見箱 玄関に設置

苦情処理手順：

利用者

申出

　その他の苦情相談窓口

・佐賀中部広域連合(窓口時間 8：30～17：15)

住所：佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル5階

・佐賀県国民健康保険団体連合会(窓口時間 8：30～17：15)

住所：佐賀市呉服元町7-28

改善による解決

報告
苦情受付け担当者 苦情解決責任者

0952-40-1131

相談窓口

0952-26-1477

消防設備

消防訓練

防火管理者

相談窓口

担当責任者

窓口担当者

ご利用時間

ご利用方法



１０．サービス提供時に事故が発生した場合は、速やかに下記の手順で対応致します。

　　外傷・内出血・骨折を疑う時は

　　医療機関受診

（場合によっては入院)

１１.高齢者虐待を発見した場合は、下記のの手順にて対応します。

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓

〈通報先〉　 神埼市役所 高齢障害課

住所：神埼市神埼町鶴3542番地1

電話：0952-37-0111

窓口時間：8：30～17：15

１２.提供するサービスの第三者評価の実施状況について

必要に応じ 市町村等へ報告

養介護施設従業員による虐待を
発見した場合（疑いも含む）

養護者による虐待を発見した場合
(疑いも含む）

虐待担当者へ報告 虐待担当者へ報告

事故が発生した場合

事故発生時の対応手順

事故の発生

医師の診察

家族へ 報告・説明

経過観察

実施した直近の年月日 無

実施した評価機関の名称 介護医療院和田記念病院

評価結果の開示状況 無

虐待担当者より従業員に聞き取り
を行う

虐待責任者へ報告

虐待責任者へ報告 市町村へ通報

市町村へ通報

実施の有無 無



１３．協力医療機関

和田記念病院

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０

０９５２－５２－５５２１

鶴田歯科医院

佐賀県佐賀市川久保長大字川久保２４９４－１

０９５２－７１－８０６５

１４．施設利用にあたっての留意事項

・必ず行き先と帰所日時を前日までに職員に申し出て下さい。

・所持品、備品の持ち込みは、最低限度とします。

(刃物・ハサミ・針・ライター等は持ち込み禁止です）

・金銭、貴重品の管理は当施設では行いません。

（お金を持たれる場合は２千円以内でお願いします）

・電気製品を持ち込み、持ち帰られる場合は事務所までご連絡下さい。

・食品を持ってこられた場合は職員にお預け下さい。

・食品を他の利用者の方に配るのはご遠慮下さい。

・原則、禁煙となります。

・施設内での宗教活動及び政治活動は禁止します。

・施設内へのペットの持ち込み及び飼育は禁止します。

住所

電話番号

設備・備品の利用
・設備、備品の利用は本来の用法に沿って利用できますが、これに反し
た利用により破損等が生じた場合は、弁償を求めることがあります。

宗教活動・政治活動

動物飼育

医薬品

・医薬品の持込は院長の許可がいりますので、持ってこられた場合は、
看護職員へお預け下さい。

・入所後は効果は同じでも違う名前の薬（ジェネリック医薬品）を使う場
合があります。

他科受診
・入所中は保険適用の為、みだりに医療機関の診察を受ける事ができ
ません（歯科を除く）。他の医療機関を受診される場合は、必ずご連絡
下さい。

喫煙

面会 ※別紙参照

外出・外泊
・外出・外泊から帰所する日時に変更がある場合は、早めにご連絡下さ
い。ご連絡が遅いと食事の準備が出来ない事や、すでに食事を準備し
ている事があります。ご連絡が遅く食事を準備した場合は、食べられなく
ても食事代をご請求させて頂きます。

所持金品の管理

食品の持込

・生もの、日持ちしないもの、喉に詰まりやすいものは避けるようにして下
さい。

医療機関

名称

住所

電話番号

歯科

名称



　私は、本書面に基づいて担当職員から重要事項及び個人情報の利用目的についての説明を受けました。

記入日 令和　　　　　年　　　　月　　　　日

ご利用者 住所

氏名 ㊞

連帯保証人 住所

氏名 ㊞

続柄


